
 

 

 

 

土木学会認定 CPDプログラムの受講証明書に                 

                            主催：(一財)災害科学研究所、同 ジオテク研究会 

                      後援：(公社)土木学会関西支部、(公社)地盤工学会関西支部 

土木学会認定ＣＰＤプログラム 

 

講演会のテーマは「社会基盤整備に係るトラブルおよび対策」です。河川の引水設備工事や堤防復旧に

おける対策事例、シールドトンネル工事の地盤変状防止事例に加えて、DX（デジタルトランスフォーメー

ション）時代の新しい建設産業についてご講演いただきます。奮ってご参加ください。 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大状況を考慮して、オンライン開催（Zoom）に変更いたします。 

 

記 

 

◎日時：令和 3年 5月 13日（木） 13：00～17：00（接続開始 12：40） 

 

◎方法：オンライン講演会（Zoomビデオウェビナー利用） 

 

◎プログラム： 

13:00-13:10 開会挨拶                  災害科学研究所 理事長        松井   保 

 

13:10-14:00 講演「小断面導水路トンネル掘削時の地山不良部における取組みについて」 

    関西電力株式会社           田中   裕 

14:00-14:50 講演「豪雨による河川堤防の被害と復旧対策」 

                       株式会社建設技術研究所      丸岡 雄一郎 

15:10-16:00 講演「シールドトンネル工事 ‐地盤変状（沈下・陥没）を防止するには‐」 

合同会社スペースＫ         金井   誠 

16:00-16:50 講演「DX時代の新しい建設産業に向けて」 

立命館大学 理工学部      建山  和由 

17:00    閉会 

 

◎参加費： 3,000円（消費税込） 

◎その他： 都合により講師やテーマに変更のある場合があります。 

       土木学会認定 CPDプログラムの受講証明書については次頁の留意事項をご確認ください。 

◎参加申込： 参加申込書にご記入の上、FAX または電子メールでお申込みください。 

       （申込期限 5 月 7 日(金)、定員 100名先着順）  

お問合せ先  （一財）災害科学研究所 TEL: 06-6202-5602  FAX: 06-6202-5603  

          E-mail: saiken@csi.or.jp   HP： http://csi.or.jp/ 

第 17 回 ジオテク講演会 
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参加申込書 

 

参加ご希望の方は、本申込書にご記入の上、FAXまたは E-mailでお申込ください。 

参加費は下記振込先にお振込みをお願い申し上げます。 （振込手数料はご負担お願い申し上げます。） 

 

第 17回ジオテク講演会 5月 13日（木）開催 

 

申込担当者 氏名 電話番号 FAX番号 E-mail 

    

申込担当者 所属 申込担当者 住所 

  

講演会参加者 氏名 講演会参加者 所属 E-mail 

   

   

   

   

お振込金額 ： 講演会参加費 3000円×    人 ＝       円  

※ 個人情報は、当法人が実施・共催等を行なう事業・会合等の情報提供以外には使用致しません。 

 

参加費：3,000円（消費税込）  

申込先：災害科学研究所  FAX: 06-6202-5603 E-mail: saiken@csi.or.jp 

振込先：三菱 UFJ銀行 中之島支店  

               ザイ）サイガイカガクケンキュウショ リジチョウ マツイ タモツ 

普通００１１１９７  一般財団法人災害科学研究所 理事長 松井 保 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

＜土木学会認定 CPDプログラムの受講証明書についての留意事項＞ 

 

土木学会認定 CPDプログラム受講証明書の発行に際しては下記のすべての条件が必要となります。 

 

1）参加申込受付と同じ氏名で講演会当日に受講されたことを確認させていただきます。 

2）受講して得られた所見（学びや気付き）を 100 文字以上で主催者（災害科学研究所）へご提出い

ただく必要があります。（所見の書式は自由です。） 

3）土木学会以外の団体に受講証明書を提出する場合の方法等は提出団体先に事前にご確認ください。

他団体が運営する CPD制度に関する内容については回答いたし兼ねます。 

 


